
第10回 定時株主総会

招集ご通知
2026年1月29日（木曜日）
午前10時（開場 午前9時）

日時

東京都新宿区西新宿7-5-25
西新宿プライムスクエア15階
ＧＬＯＥ株式会社場所

（会場が前回と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照
いただき、お間違いのないようご注意ください。）

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の報酬額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

GLOE株式会社
証券コード：9565
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証券コード 9565
2026年１月14日

株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 ７―５―25
西 新 宿 プ ラ イ ム ス ク エ ア 15 階
G L O E 株 式 会 社

代表取締役 谷 田 優 也

第10回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第10回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通
知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、その内容である電子提供措置事項に
つきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに「第10回定時株主総会招集ご通知」と
して掲載しておりますので、以下のURLにアクセスのうえ、ご確認下さいますようお願い申し上
げます。

当社ウェブサイト https://gloe.jp/ir/

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております
ので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社
名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確
認下さいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）2026年１月８日掲載予定
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数
ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に
賛否をご表示いただき、2026年１月28日（水曜日）午後７時までに到着するようご送付下さい
ますようお願い申し上げます。

≪株主交流会のご案内≫
本総会終了後、会場にて株主の皆様への日ごろの感謝を込めまして交流会をご用意しておりま
す。 当社の事業活動へのご理解をより深めていただけるような企画を準備しておりますので、
お時間の許す限り、ぜひご参加賜りますよう、お願い申し上げます。（所要時間： 1時間程度）

敬具
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記
１．日時

2026年１月29日（木曜日）午前10時 （開場 午前9時）
２．場所

東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア15階 GLOE株式会社
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、
お間違いのないようご注意ください。）

３．目的事項
報告事項

１．第10期（2024年11月１日から2025年10月31日まで）事業報告の内容、連結
計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第10期（2024年11月１日から2025年10月31日まで）計算書類の内容報告の
件

決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

以上

● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよ
うお願い申し上げます。

● 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものと
して取り扱わせていただきます。

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東
京証券取引所ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただき
ます。

2025年12月23日 17時38分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 3 ―

ライブ配信・事前質問のご案内

１．ライブ配信のご案内
公開日時：2026年１月29日（木）午前10時から株主総会終了時まで
参加方法：準備が整い次第、当社ウェブサイト（https://gloe.jp/ir/）よりご案内いたしま
す。

【注意事項】
・ライブ配信では当株主総会の模様を視聴のみすることができ、ご質問等を発言したり、議決権
を行使したりすることはできません。あらかじめご了承をお願い申し上げます。また、議決権
につきましては事前のご行使をお願い申し上げます。

・ご出席株主様の容姿が撮影されないように、できる限り配慮いたしますが、会場都合等により
撮影されてしまう場合がございます。ご出席いただける場合はあらかじめご了承をお願い申し
上げます。

・ご視聴にあたり、ご使用のパソコンの環境（機能、性能）やインターネット接続の回線状況、
多数の株主様のアクセス集中により、映像や音声に不具合が生じる、又はライブ配信をご視聴
いただけない場合がございます。

・ご視聴いただく場合の通信利用料等は、株主様のご負担となります。
・ライブ配信の撮影、録音、録画行為及びSNS等での公開は、お断りさせていただきます。
・万一、何らかの事情により配信を行わない場合や変更がある場合は、当社ウェブサイトにてお
知らせいたします。

２．事前質問のご案内
受付期限：2026年１月22日（木）まで
受付方法：専用ウェブサイトURL（https://forms.gle/puA3dqcPsN3ddduk6）に接続し、
議決権行使書用紙に記載の株主番号を記載のうえ、質問内容をご入力いただきますようお願い
申し上げます。
なお、株主の皆様の関心の高い質問については、当日回答させていただく予定ですが、個別の
回答はいたしかねますので、ご了承をお願い申し上げます。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由
（１）当社は、監査役会設置会社として、取締役会による業務執行の監督及び監査役・監査役会

による監査を通じて、経営の健全性と透明性の確保に努めてまいりました。
しかしながら、当社を取り巻く事業環境は日々目まぐるしく変化しており、こうした変化
に的確に対応し、持続的な企業価値向上を実現するためには、コーポレート・ガバナンス
の実効性を一層高めるとともに、中長期の戦略的議論をこれまで以上に活性化させること
が不可欠であると認識しております。
つきましては、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性・公正性を向上させると同時
に、取締役会から業務執行取締役への権限委譲を促進し、経営の機動性を高めることを目
的として、監査等委員会設置会社への体制移行を実施いたします。
本移行により、新しい経営体制、ガバナンス体制の下、変化の激しい事業環境において、
企業価値の更なる向上に努めてまいる所存です。

（２）当社の事業年度は、毎年11月１日から翌年10月31日までとしておりますが、事業環境の
変化に柔軟に対応し、経営効率の向上を図るため、事業年度を毎年７月１日から翌年６月
30日までへ変更するものであります。
なお、第11期事業年度は、2025年11月１日から2026年6月30日までの８ヵ月間といた
します。また、事業年度の変更に伴う経過措置として、附則を新設するものであります。

（３）その他、法令の表現に合わせて文言の整備、字句の修正及び条数の変更等所要の変更を行
うものであります。なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって
効力が発生するものといたします。
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２．変更の内容
（下線は変更箇所）

現行定款 変更案
第４条（機関）
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置
く。
１．取締役会
２．監査役
３．監査役会
４．会計監査人

第 ３ 章 株主総会
第13条（定時株主総会の基準日）
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年10
月31日とする。

第 4 章 取締役及び取締役会
第19条 （取締役の員数）
当会社の取締役は、10名以内とする。

（新設）

第20条 （取締役の選任方法）
取締役は、株主総会において選任する。

２．〜３．
（条文省略）

第21条 （取締役の任期）
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。

（新設）

第４条（機関）
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置
く。
１．取締役会
２．監査等委員会

（削除）
３．会計監査人

第 ３ 章 株主総会
第13条（定時株主総会の基準日）
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年６月
30日とする。

第 4 章 取締役及び取締役会
第19条 （取締役の員数）
当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
は、６名以内とする。
2. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内と
する。

第20条 （取締役の選任方法）
取締役は、株主総会において、監査等委員である取締
役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。
２．〜３．

（現行通り）

第21条 （取締役の任期）
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2． 監査等委員である取締役の任期は，選任後2年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとする。
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現行定款 変更案
2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、
在任取締役の任期の満了する時までとする。

（新設）

第22条 （代表取締役及び役付取締役）
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定す
る。

第24条 （取締役会の招集通知）
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役
及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要が
あるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招
集の手続を経ないで取締役会を開催することができ
る。

第27条 （取締役会の議事録）
取締役会における議事の経過の要領及びその結果なら
びにその他法令に定める事項については、これを議事
録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこ
れに記名押印又は電子署名する。

3. 増員又は補欠として選任された取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の任期は、在任取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の任期の満了する時
までとする。
4．任期満了前に退任した監査等委員である取締役の
補欠として選任された監査等委員である取締役の任期
は，退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとする。

第22条 （代表取締役及び役付取締役）
取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。

第24条 （取締役会の招集通知）
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役
に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、
この期間を短縮することができる。
2. 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を
経ないで取締役会を開催することができる。

第27条 （取締役会の議事録）
取締役会における議事の経過の要領及びその結果なら
びにその他法令に定める事項については、これを議事
録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押
印又は電子署名する。
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現行定款 変更案
第29条 （取締役の報酬等）
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当
会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」とい
う。）は、株主総会の決議によって定める。

第 5 章 監査役及び監査役会
第31条 （監査役の員数）
当会社の監査役は、5名以内とする。

第32条 （監査役の選任方法）
監査役は、株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することがで
きる株主の議決権の３分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う。

第33条 （監査役の任期）
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。
2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任
された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了
する時までとする。

第34条 （常勤の監査役）
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定す
る。

第29条 （取締役の報酬等）
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当
会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」とい
う。）は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締
役とを区別して、株主総会の決議によって定める。

第 5 章 監査等委員会
（削除）

（削除）

（削除）

第31条 （常勤の監査等委員）
監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員
を選定することができる。
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現行定款 変更案
第35条 （監査役会の招集通知）
監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役
に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、
この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経
ないで監査役会を開催することができる。

第36条 （監査役会の決議の方法）
監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除
き、監査役の過半数をもって行う。

（新設）

第37条 （監査役会の議事録）
監査役会における議事の経過の要領及びその結果なら
びにその他法令に定める事項については、これを議事
録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押
印又は電子署名する。

第32条 （監査等委員会の招集通知）
監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監
査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要がある
ときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続
を経ないで監査等委員会を開催することができる。

（削除）

第33条 （監査等委員会規程）
監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほ
か，監査等委員会において定める監査等委員会規程に
よる。

第34条 （監査等委員会の議事録）
監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果
ならびにその他法令に定める事項については、これを
議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員である
取締役がこれに記名押印又は電子署名する。
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現行定款 変更案
第38条 （監査役会規程）
監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監
査役会において定める監査役会規程による。

第39条 （監査役の報酬等）
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

第40条 （監査役の責任免除）
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務
を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含
む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締
役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、
監査役との間に、任務を怠ったこと
による損害賠償責任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に基づ
く責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第41条 （会計監査人の選任方法）
（条文省略）

第42条 （会計監査人の任期）
（条文省略）

第43条 （会計監査人の報酬等）
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意
を得て定める。

（削除）

（削除）

（削除）

第35条 （会計監査人の選任方法）
（現行通り）

第36条 （会計監査人の任期）
（現行通り）

第37条 （会計監査人の報酬等）
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の
同意を得て定める。
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現行定款 変更案
第44条 （事業年度）
当会社の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31
日までの1年とする。

第45条 （剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年10月31日とす
る。
2.

（条文省略）

第46条 （中間配当）
当会社は、取締役会の決議によって、毎年4月30日を
基準日として中間配当をすることができる。

第47条 （配当金の除斥期間）
（条文省略）

第38条 （事業年度）
当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日
までの1年とする。

第39条 （剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年6月30日とする。

2.
（現行通り）

第40条 （中間配当）
当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日
を基準日として中間配当をすることができる。

第41条 （配当金の除斥期間）
（現行通り）

（新設） 附 則

（新設）

（新設）

第１条（監査役の責任免除に関する経過措置）
第10回定時株主総会終結前の監査役（監査役であっ
た者を含む。）の行為に関する会社法第423条第1項の
損害賠償責任を限定する契約については、同定時株主
総会の決議による変更前の定款第40条の定めるとこ
ろによる。

第２条（事業年度に関する経過措置）
第38条（事業年度）の規定にかかわらず、本定款変
更の効力発生日後の第11期事業年度は、2025年11月
1日から2026年6月30日までとする。

2． 第39条（剰余金の配当の基準日）の規定にかか
わらず、第11期事業年度の中間配当を行う場合の基
準日は2026年4月30日とする。

3． 前2項及び本項は、第11期事業年度の終了後、
これを削除する。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、定款変更の効

力発生の時をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役４名(うち社外取締役１名)は、任
期満了により退任となります。 つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)３名
（うち社外取締役１名)の選任をお願いいたします。

本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」が効力発生することを条件として、効力を生じる
ものとします。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

谷
た に だ ゆ う や

田 優 也
1982年10月８日

2004年４月 ㈱マリノ 入社
2008年１月 ㈱ファーストビット 入社
2010年９月 ㈱角川コンテンツゲート 入社
2012年７月 ㈱エンターブレイン 転籍
2013年６月 ㈱マーベラスAQL（現 ㈱マーベラス）入社
2015年11月 当社設立 代表取締役（現任）
2023年８月 ㈱en-zin 取締役（現任）
2025年２月 ㈱28 取締役（現任）

173,500株

【取締役候補者とした理由】
谷田優也氏は、代表取締役として強いリーダーシップを発揮し、事業拡大や企業価値向上に寄与して
まいりました。業界に対する深い知識・幅広い人脈を有し、今後も経営的な視点からグループ全体の
更なる成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、同氏を引き続き取締役候補者としました。

２

古
ふ る さ わ あ き ひ と

澤 明 仁
1980年11月10日

2003年10月 ㈱ロジクール 入社
2010年３月 サンディスク㈱ 入社
2012年11月 ㈱ロジクール 入社
2016年10月 ㈱SANKO 入社
2016年10月 ㈱ライゼスト設立 代表取締役
2019年11月 PLAYHERA JAPAN㈱ 取締役
2021年２月 当社 代表取締役（現任）
2024年 6 月 配信技術研究所㈱ 取締役（現任）
2025年２月 ㈱28 取締役（現任）

25,075株

【取締役候補者とした理由】
古澤明仁氏は、代表取締役として強いリーダーシップを発揮し、事業拡大や企業価値向上に寄与して
まいりました。営業部門やマーケティング部門の要職を歴任し、豊富な知見・幅広く高い見識を有し、
今後も経営的な視点からグループ全体の更なる成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、同
氏を引き続き取締役候補者としました。

2025年12月23日 17時38分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 12 ―

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３

田
た む ら ま さ や

村 征 也
1986年７月10日

2009年４月 ㈱ミクシィ 入社
2016年11月 ㈱XFLAGSTORE代表取締役社長
2017年10月 ㈱ミクシィXFLAG ENTERTAINMENT本部長
2020年７月 ㈱千葉ジェッツふなばし代表取締役社長（現任）
2022年１月 当社 取締役（現任）
2025年７月 東京フットボールクラブ㈱ 取締役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
田村征也氏は企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、独立した立場から経営の意思決
定の妥当性及び適正性を確保するための助言・進言を引き続き行っていただけるものと判断したこと
から、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。

（注）
１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．田村征也氏は、社外取締役候補者であります。
３．田村征也氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期

間は、本総会終結の時をもって４年となります。
４．当社は、田村征也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立
役員とする予定であります。

５．当社は田村征也氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。な
お、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

６．当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「４．会社役員の
状況 （３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締
役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められる
こととなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予
定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、定款変更の効

力発生の時をもって監査等委員会設置会社へ移行し、監査役３名(うち社外監査役３名)は、任
期満了により退任となります。 つきましては、監査等委員である取締役３名（うち社外取締
役３名)の選任をお願いいたします。
なお、本議案については監査役会の同意を得ております。
本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」が効力発生することを条件として、効力を生じ

るものとします。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

岩
い わ さ き け い こ

﨑 恵 子
（戸籍上の氏名 安彦

恵子）
1980年６月３日

2006年 12月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法
人）入所

2010年 ９ 月 公認会計士登録
2021年 １ 月 岩﨑恵子公認会計士事務所 開設
2021年 ２ 月 当社常勤監査役（現任）

0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
岩﨑恵子氏は、公認会計士として企業会計・税務等に関する幅広い専門的知見を有しており、専門的
な見地から当社の監査及びコーポレートガバナンス強化に有用な意見をいただけるものと判断してお
ります。

２

松
ま つ も と ゆ う き

本 祐 輝
1992年１月21日

2015 年 12月 弁護士登録
2016 年 １月 西村あさひ法律事務所（現 西村あさひ法律事務

所・外国法共同事業）入所
2021 年 ２月 当社監査役（現任）
2024 年 ８月 ミート㈱監査役（現任）
2025 年 10月 AI model㈱監査役（現任）
2026 年 １月 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パー

トナー（現任）

0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
松本祐輝氏は、弁護士の資格を有し諸法令に精通しており、専門的な見地から当社のコーポレートガ
バナンス強化に有用な意見をいただけるものと判断しております。
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３

山
や ま だ よ う じ

田 洋 司
1979年７月１日

2002年３月 ㈱マリノ 入社
2005年５月 ㈱ファーストビット 入社
2010年３月 ㈱スタジオ・アルカナ 入社
2012年３月 ㈱エスドライヴ 設立 代表取締役社長
2021年２月 当社監査役（現任）
2022年５月 ㈱パイプ 入社（現任）

0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
山田洋司氏は、他の会社における代表取締役としての豊富な経営経験と見識を有していることから、
当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。

（注）
１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．岩﨑恵子氏、松本祐輝氏、山田洋司氏は、社外取締役候補者であります。
３．岩﨑恵子氏、松本祐輝氏、山田洋司氏は、現在、当社の社外監査役であります。

社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。
４．当社は、岩﨑恵子氏、山田洋司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。なお、各氏の選任が承認された場合には、
引き続き独立役員とする予定であります。

５．当社は、岩﨑恵子氏、松本祐輝氏、山田洋司氏との間で会社法第427条第１項の規
定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任
限度額であり、各氏の選任が承認された場合、同内容の契約を締結する予定です。

６．当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「４．会社役員の
状況 （３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締
役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められる
こととなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予
定しております。

第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
当社の取締役の報酬額は、2022年７月29日開催の臨時株主総会において、年額85百万円以内

（使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。）とご承認いただき今日に至っておりま
す。 今般、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、当社は、監査
等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の規定に基づき、取締役（監査等委員である取

締役を除く。）の報酬額は、今般の経営体制及び役員の員数の変更、これまでの取締役の報酬額
及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮し、年額60百万円以内に設定させていただきたく存じ
ます。
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本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向
等を総合的に勘案して決定しており、相当であるものと判断しております。
また、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたし

たいと存じます。
なお、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額、支給の時期等は、

取締役会の決議によることとさせていただきたいと存じます。
現在の取締役は４名(うち社外取締役１名)でありますが、第２号議案「取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）３名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の員数は３名(うち社外取締役１名)となります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力
を生じるものといたします。

第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、当社は、監査等委員会設

置会社に移行いたします。
つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の規定に基づき、監査等委員である取締役の報

酬額を、昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮して、年額20百万円以内とさせていただきたいと
存じます。
なお、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である

取締役の協議によることとさせていただきたいと存じます。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向

等を総合的に勘案して決定しており、相当であるものと判断しております。
第1号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が

原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役の員数は3名（うち社外取締役３名）
となります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力
を生じるものといたします。

以上
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事業報告
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日から
日まで

１．企業集団の現況に関する事項
（１）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度における世界経済は、米国の関税政策を巡る国際的な通商リスクの高ま

りや、地政学的な緊張の継続、資源価格の変動といった不透明要因を抱えつつ推移いたし
ました。一方で、国内においては金融政策の転換期を迎えつつも、企業の設備投資意欲や
個人消費の一部に回復の兆しが見られ、日経平均株価は高水準で推移を続けるなど、株式
市場は活況を呈しました。また、グローバルでは、特にAI技術の産業応用が急速に進み、
情報通信技術分野は引き続き堅調な成長を牽引いたしました。
このような事業環境の中、当社グループは「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYに

する。」をミッションに掲げ、eスポーツ市場をはじめゲーム周辺領域での事業展開を行っ
ております。ゲームが持つ普遍的な魅力と社会課題の解決力を最大限に引き出すことで、
持続的な企業価値の向上に努めております。
当連結会計年度における売上高は2,843,521千円（前年同期比25.8％増）、営業利益は

18,655千円（前年同期比11.6％増）、経常利益は24,786千円（前年同期比79.4％増）、
親会社株主に帰属する当期純利益は3,829千円（前連結会計年度の親会社株主に帰属する
当期純損失は19,210千円）となりました。
なお、サービス別の売上高の概況は次のとおりであります。

eスポーツ・イベントサービス
eスポーツやゲームのイベント企画・運営を行う「eスポーツ・イベントサービス」

では、インフルエンサーが主催となるイベントや海外クライアントの案件が増加するな
ど、オンライン・オフライン共に幅広い案件を受注いたしました。
この結果、eスポーツ・イベントサービス関連の売上高は、1,614,302千円（前年同

期比24.1％増）となりました。
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エージェンシーサービス
ゲームに関連する様々なマーケティングソリューションを提供する「エージェンシー

サービス」では、ストリーマーやプロゲーマーなどのインフルエンサーを起用したPR
やイベントの需要が引き続き好調に推移し、インフルエンサーマーケティングに関連す
る売上高が増加しました。また、コミュニティマーケティング・マーチャンダイジン
グ・駅ナカ広告等の受注も増加し、新たな領域での実績創出とノウハウ蓄積が進んでお
ります。
また、2025年２月18日に「株式会社 28 の株式取得（完全子会社化）に関するお

知らせ」で公表しましたとおり、グラフィックや Web・映像制作・撮影・コピーライ
ティングなどのデザイン事業、アプリ開発・システム構築などを手掛ける株式会社28
の株式を100%取得し連結子会社化しました。
この結果、エージェンシーサービス関連の売上高は、1,170,599千円（前年同期比

22.0％増）となりました。

事業の部門別売上高
事業別 売上高

eスポーツ・イベントサービス 1,614,302千円
エージェンシーサービス 1,170,559千円
その他 58,658千円

② 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資等の主なものは、次のとおりであ

ります。
建物 53,608 千円
工具器具備品 26,162 千円
車両運搬具 4,736 千円
ソフトウエア仮勘定 57,338 千円
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（２）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 第８期
（2023年10月期）

第９期
（2024年10月期）

第10期
（当連結会計年度）
（2025年10月期）

売上高 2,264,139千円 2,260,874千円 2,843,521千円

親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失（△） △5,690千円 △19,210千円 3,829千円

１ 株 当 た り
当期純利益又は当期純損失（△） △2.11円 △7.02円 1.38円

総資産 1,105,050千円 1,030,279千円 1,614,689千円

純資産 487,394千円 504,599千円 506,954千円

１株当たり純資産額 178.86円 171.36円 174.23円

（注）
１．第８期より連結計算書類を作成しておりますので、第７期の財産及び損益の状況につい

ては記載しておりません。
２. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。ただし、１株当たり当期純利益

又は当期純損失及び１株当たり純資産額は銭未満を四捨五入して表示しております。
３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づい

て算出しております。
４．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づいて算出しております。
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② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 第７期
（2022年10月期）

第８期
（2023年10月期）

第９期
（2024年10月期）

第10期
（当事業年度）

（2025年10月期）

売上高 2,050,703千円 2,244,510千円 2,104,633千円 2,542,201千円

当期純利益又は当期純損失（△） 144,696千円 △6,937千円 △30,808千円 19,446千円

１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 57.88円 △2.57円 △11.27円 7.03円

総資産 1,051,171千円 1,083,194千円 950,068千円 1,425,051千円

純資産 274,118千円 484,460千円 456,035千円 483,641千円

１株当たり純資産額 109.65円 177.78円 166.67円 170.30円

（注）
１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。ただし、１株当たり当期純利益又

は当期純損失及び１株当たり純資産額は銭未満を四捨五入して表示しております。
２．１株当たり当期純利益又は当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出して

おります。
３．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づいて算出しております。

（３）対処すべき課題
① 既存事業の収益の拡大及び収益機会の創出

当社グループは、「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」というミッション
を掲げ、eスポーツ及びゲーム周辺領域へ事業拡大を進めております。主力事業であるe
スポーツ・イベントサービスでは、これまでの豊富なイベント経験と実績、ノウハウを強
みに、イベントクオリティの更なる強化と営業組織の高度化を推進してまいります。これ
により、国内における収益基盤を維持・深化させるとともに、今後は強化した組織力を活
かし、アジア圏をはじめとする国外市場からの収益獲得に向けた取り組みも加速させてま
いります。
また、エージェンシーサービスでは、クライアント企業のあらゆるマーケティングニー

ズに応えるべく、多層的なマーケティング・アプローチを全方位的に展開できる体制を構
築することが重要であると認識しております。これにより、国内外のクライアント企業と
の長期的かつ多層的な関係性を構築し、新たな収益機会の創出と持続的な事業拡大を図っ
てまいります。
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② 新技術及び新規ゲームタイトルへの対応
当社グループが属する業界では技術革新が絶え間なく行われております。このような事

業環境の下で当社グループが事業を継続的に拡大していくには、ハードウエアからソフト
ウエアまで様々な新技術に適時に対応していくことが必要であると認識しております。社
内で新技術に対応するためのテクニカルチームを持つとともに、新技術のサービスへの積
極的な活用を促してまいります。また、新技術と同様に新規ゲームタイトルも常にリリー
スされますが、新規ゲームタイトルのゲームプレイ時間を確保する文化を醸成し、社内の
ゲーム大会等で新規ゲームに精通する機会をつくることで対応してまいります。

③ 人材育成による生産性の向上
当社グループにとって最も重要な資産は「人」であり、優秀な人材の獲得や人材育成は

当社グループにとって重要な経営課題の一つであると認識しております。当社グループ
は、企業理念の社内浸透や社内教育制度の整備を強化し、人材育成を通じて会社全体の生
産性を向上させることで、更なる収益性の向上に努めてまいります。

④ 健全性・安全性の維持
当社グループは、ユーザーが安心して利用できるサービスを提供することが、信頼性の

向上、ひいては事業の発展に寄与するものと認識しております。当社グループは、eスポ
ーツ及びゲーム周辺領域に関連する様々なサービスを提供しておりますが、ステークホル
ダーが安心して利用できるように安全性や健全性を継続的に強化していくことが必要であ
ると考えております。個人情報保護や知的財産保護等に関する安全性の強化に加え、eス
ポーツ選手・実況者・解説者・インフルエンサー等に対してコンプライアンス研修やコン
テンツ管理に注力することで、健全性維持に取り組んでおります。

⑤ 内部管理体制の充実
当社グループは、今後もより一層の事業拡大を見込んでおります。そのため、今後当社

グループの事業拡大に応じた内部管理体制の構築を図るとともに、金融商品取引法におけ
る内部統制報告制度の適用等も踏まえ、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に取
り組んでまいります。
また、当社グループの成長速度に見合った人材の確保及び育成も重要な課題と認識して

おり、継続的な採用活動と研修活動を行ってまいります。
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（４）主要な事業内容（2025年10月31日現在）
事業区分 事業内容

eスポーツ・イベントサービス ゲームメーカーをはじめとしたクライアントに対する
eスポーツイベント等の企画・運営の提供

エージェンシーサービス 多角的なマーケティング・ソリューションの提供によ
る、ゲームマーケティング課題の解決

（５）主要な営業所（2025年10月31日現在）
名称 所在地

本社 東京都新宿区

子会社（株式会社en-zin） 東京都新宿区

子会社（配信技術研究所株式会社） 東京都渋谷区

子会社（株式会社28） 東京都渋谷区

（６）従業員の状況（2025年10月31日現在）
① 企業集団の従業員数

従業員数 前連結会計年度末比増減
96名 21名増

（注）
１．従業員数には、派遣社員、パートタイマー及びアルバイトは含まれておりません。

② 当社の従業員数
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

71名 1名減 32.8歳 2.9年

（注）
１．従業員数には、派遣社員、パートタイマー及びアルバイトは含まれておりません。
２．平均年齢・平均勤続年数は、小数点第１位未満を切り捨てて表示しております。
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（７）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係（2025年10月31日現在）

会社名 持株数
（千株）

親会社の議決権
所有割合
（％）

当社との関係

株式会社カヤック 1,427 51.4
同社のトーナメントプラットフォームの利用や当
社からのeスポーツイベントの提供等の営業取引
債務保証

② 親会社等との間の取引に関する事項
ａ．当該取引に当たっての当社の利益を害さないよう留意した事項

当社は、親会社グループと取引に関して、市場実勢価格や市場金利等を勘案し、第三
者との取引以上に、慎重に条件の妥当性を検証して取引を行っております。当社では、
関連当事者取引を行う際には、取締役会決議を必要としております。また、管理部門に
おける取引開始時の確認や、監査役監査や内部監査における事後確認を行うことで、同
社との取引における健全性及び適正性確保の仕組みを整備しております。

ｂ．当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
意思決定におけるプロセス等につきましては、社外役員の経営監視・監督のもと、取

引の公正性を確保することで少数株主に不利益を与えないものと判断しております。
ｃ．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

③ 重要な子会社の状況（2025年10月31日現在）
会社名 資本金 議決権比率（％） 主な事業内容

株式会社en-zin １百万円 51.0 セールスプロモーション事業
イベント制作事業

配信技術研究所株式会社 26百万円 50.1 通信技術開発事業
広告事業

株式会社28 10百万円 100 デザイン・Web広告制作事業
システムアプリ開発事業

④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（８）主要な借入先（2025年10月31日現在）
借入先 借入金残高

株式会社三井住友銀行 117,500千円
株式会社みずほ銀行 86,115千円
株式会社三菱UFJ銀行 83,338千円
株式会社横浜銀行 83,200千円

（注）2025年10月31日現在の借入金残高が、80,000千円以上の金融機関を記載しておりま
す。

（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

２．株式の状況（2025年10月31日現在）
（１）発行可能株式総数 10,000,000株
（２）発行済株式の総数 2,775,933株
（３）当事業年度末の株主数 2,497名
（４）大株主

株主名 持株数 持株比率
株式会社カヤック 1,427,000株 51.41％
谷田 優也 173,500株 6.25％
GMOクリック証券株式会社 55,900株 2.01％
株式会社SBI証券 45,844株 1.65％
楽天証券株式会社 40,300株 1.45％
原田 清士 35,000株 1.26％
古澤 明仁 25,075株 0.90％
MSIP CLIENT SECURITIES 17,800株 0.64％
寿美工業株式会社 17,000株 0.61％
川田 信一朗 15,900株 0.57％

（注）持株比率は自己株式61株を控除し、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。

（５）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はありません。
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３．新株予約権等に関する事項
（１）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
新株予約権の名称 第１回新株予約権 第２回新株予約権

決議年月日 2020年７月30日 2021年１月30日

新株予約権の数 8,334個 15,625個

新株予約権の目的となる株
式の種類と数 普通株式 8,334株 普通株式 15,625株

権利行使期間 2022年11月１日〜
2030年７月30日

2023年３月１日〜
2031年１月30日

役員の保有状況
新株予約権の数 8,334個
目的となる株式数 8,334株

保有者数 取締役1人

新株予約権の数 15,625個
目的となる株式数 15,625株
保有者数 代表取締役1人

（２）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
（１）取締役及び監査役の状況（2025年10月31日現在）
会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役 谷 田 優 也 株式会社en-zin 取締役
株式会社28 取締役

代表取締役 古 澤 明 仁 配信技術研究所株式会社 取締役
株式会社28 取締役

取 締 役 村 田 光至朗
管理本部長
株式会社en-zin 取締役
配信技術研究所株式会社 監査役
株式会社28 監査役

取 締 役 田 村 征 也 株式会社千葉ジェッツふなばし 代表取締役社長
東京フットボールクラブ株式会社 取締役

常勤監査役 岩 﨑 恵 子
（戸籍上の氏名 安彦恵子） 岩﨑恵子公認会計士事務所 代表

監 査 役 松 本 祐 輝
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士
ミート株式会社 監査役
AI model株式会社 監査役

監 査 役 山 田 洋 司 株式会社パイプ 従業員

（注）
１．取締役田村征也は、社外取締役であります。
２．監査役岩﨑恵子、松本祐輝及び山田洋司は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役田村征也氏、監査役岩﨑恵子氏及び山田洋司氏を株式会社東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．監査役岩﨑恵子は、公認会計士として経営全般及び財務会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。

（２）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取
締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない
ときに限られております。
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（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役（当事業年度中に在籍していた者を

含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当

該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により
保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。
なお、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填され

ない等、一定の免責事由があります。

（４）取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役の個別報酬等の内容に係る決定方針について、「各取締役の報酬等は、
株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役会の決議に基づき一任された代表
取締役が、各取締役の役割、貢献度、業績等の経営状況、経済情勢等を考慮して決定す
る」旨を役員規程に定めており、基本報酬となる金銭報酬については、業績連動報酬制度
は採用しておりません。
当社は、各取締役の評価を行うにあたり、当社の企業理念を深く理解し業績を全体的か

つ俯瞰的に把握している代表取締役が最も適していると判断し、かつ、より慎重な協議に
基づき評価を行うことができると判断した結果、代表取締役谷田優也・古澤明仁の２名に
対して取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。
取締役会において、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等について報酬等の内容の決

定方法及び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合しているこ
とを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役については、監査役の協議によって各人の報酬等の額を決定しておりま

す。
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② 当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬 非金銭的報酬

取締役
（社外取締役を除く。） 41,250 41,250 ー ー ４

監査役
（社外監査役を除く。） ー ー ー ー ー

社外取締役 2,400 2,400 ー ー １
社外監査役 11,520 11,520 ー ー ３

（注）
１．取締役（社外取締役を除く。）の支給人員には、2024年11月30日をもって退任した１

名分を含んでおります。
２．取締役の報酬限度額は、2022年７月29日開催の臨時株主総会において、年額85,000

千円と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。
３．監査役の報酬限度額は、2021年１月28日開催の臨時株主総会において、年額12,000

千円と決議いただいており、当該株主総会終結時点の監査役人数は３名であります。
４．2021年１月30日開催の臨時株主総会において、報酬限度枠とは別枠で、取締役のスト

ックオプションとしての新株予約権25,000個（上限）を取締役に付与すること、報酬
等の額は上記ストックオプションとしての新株予約権の公正な評価額を上限とする旨を
決議いただいております。当該決議に関して本制度の対象となる取締役の員数は１名で
あります。

③ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

④ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総
額
該当事項はありません。
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（５）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外取締役及び社外監査役の重要な兼職の状況について「４．会社役員の状況（１）取
締役及び監査役の状況（2025年10月31日現在）」に記載のとおりであります。なお、兼
職先である各法人等と当社との間には特別の関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

社外取締役 田 村 征 也

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。エ
ンタメコンテンツ(ゲームやプロスポーツ)の経営を経験してきた知見
があり、出席した取締役会において、当社の経営に関する客観的かつ
有用な提言及び議案審議等に必要な発言を積極的に行い、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりました。

社外監査役 岩 﨑 恵 子

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査役会14
回の全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、
出席した取締役会及び監査役会において必要な発言を行い、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりまし
た。

社外監査役 松 本 祐 輝

当事業年度に開催された15回の取締役会のうち13回に、また、監査
役会14回の全てに出席いたしました。弁護士としての法律全般に関す
る豊富な知識を有するとともに、eスポーツ業界における関連業法に
ついても精通しており、出席した取締役会及び監査役会において必要
な発言を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役
割を果たしておりました。

社外監査役 山 田 洋 司

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査役会14
回の全てに出席いたしました。長年に亘るIT業界での経歴と経営者と
しての経験があり、客観的な立場から当社の職務遂行について、出席
した取締役会及び監査役会において必要な発言を行い、意思決定の妥
当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりました。
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５．会計監査人の状況
（１）名称 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

（２）報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,050千円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30,050千円

（注）
１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額とは別に、前事業年度における監査証明業務
に基づく追加報酬額3,300千円を当事業年度において支出しております。

３．監査役会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの
算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額に
つき同意の判断をいたしました。

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし

て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（１）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「財務報告に係る内部統制の基本方

針」を定め、現在その基本方針に基づき、具体的な統制活動を整備し、内部統制システムの
運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

ａ 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ａ）取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理

念」「コンプライアンス規程」等を制定し、役職員はこれを遵守しております。
（ｂ）「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、役職員の職務執行が法令及び定

款に適合するように担保しております。
（ｃ）コンプライアンス委員会を設置し、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をも

った行動をとることを促すとともに、研修等を定期的に実施することにより「コンプラ
イアンス規程」等の周知徹底をしております。また、内部通報制度も確立しており、不
適切な行為の兆候もしくは不適切な行為を発見した場合に報告・相談できるルートが確
保されています。

（ｄ）役職員の職務執行の適切性を確保するため、代表取締役直轄の内部監査人を設置し、
「内部監査規程」に基づき内部監査を実施しております。また、内部監査人は必要に応
じて会計監査人と情報交換を実施しております。

ｂ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（ａ）取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは「文

書管理規程」等の社内規程に基づき、文章又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管
理しております。

（ｂ）文章管理部署の総務部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書
を閲覧に供せるように管理しております。

ｃ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理

に係るリスク管理委員会を設置し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時に
は企業価値の毀損を極小化するための体制を整備しております。

2025年12月23日 17時38分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 31 ―

ｄ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（ａ）定時取締役会を毎月１回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を

開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保しております。
（ｂ）毎月１回の定時取締役会に加え、取締役会の意思決定に資すること、多様なリスクを可

能な限り把握し対応するために、部長会議を毎週１回開催しております。

ｅ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（ａ）子会社の取締役又は監査役を当社から1名以上派遣し、子会社の取締役の職務執行の監

視・監督又は監査を行っております。子会社の事業運営、コンプライアンス体制及びリ
スク管理体制の整備その他子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に基づ
き管理本部が担当しております。子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、
当社への事業の状況に関する定期的な報告と重要事項については適切な承認を得るもの
としております。

（ｂ）内部監査人は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施し
ております。

ｆ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
特段職務を補助すべき使用人を置いてはおりませんが、監査役が使用人を置くことを求め

た場合においては、以下の事項を実施する予定であります。
（ａ）監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
（ｂ）当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものと

して、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価にお
いても独立性に影響を与えないように実施する。

ｇ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
（ａ）取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び

情報提供を行っております。
（ｂ）監査役への報告・情報提供は以下のとおりであります。

イ 取締役会での報告、情報提供
ロ 各事業部長等のヒアリング時の報告、情報提供等
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ｈ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（ａ）代表取締役及び内部監査人は、監査役と必要に応じて意見交換を行っております。
（ｂ）監査役は、取締役会をはじめ、部長会議等重要な会議に出席することにより、重要な報

告を受ける体制となっております。
（ｃ）監査役は、会計監査人とコミュニケーションを図ることにより、監査環境を整備し監査

の有効性、効率性を高めております。

ｉ 現状において明らかになった課題・改善点
現状において、明らかになった重要な課題はございません。

ｊ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、内部監査人を設置し、財務報告の適正を確保するた

め、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築してお
ります。

ｋ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
（ａ）反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方

イ 当社の社内規程等に明文の根拠を設け、組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除
に取り組む

ロ 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による
不当要求は一切を拒絶する

（ｂ）反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ 「反社会的勢力排除に関する規程」において反社会的勢力に対する姿勢について明文

化し、全職員の行動指針とする
ロ 反社会的勢力の排除を推進するために総務部を管理部署としている
ハ 「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取

り組む
ニ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う
ホ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の

収集に取り組む
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ヘ 暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員に加入し、情報収集と社内への情報共有
を行う

ト 取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判
明した場合には、契約を解除できる条項を盛り込む

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

（ａ）取締役会
当社の取締役会は取締役４名により構成されており、月１回定時取締役会を開催してい

るほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重
要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を多面的に監督・監視し、当社の
経営の効率性及び透明性を確保できるよう努めております。

（ｂ）監査役会
当社の監査役会は３名（全て社外監査役）で構成されており、うち１名は常勤監査役で

あります。各監査役は、監査役会で策定された監査役会規程、監査役監査基準及び監査計
画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を率直に表
明するとともに、取締役及び事業部門にヒアリングを行い、社外の独立した立場から経営
に対して適正な監視を行うこととしております。さらに、内部監査人及び会計監査人との
連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

（ｃ）部長会議
原則として毎週１回開催しております。部長会議には、社内取締役、各部門長、その他

取締役が必要と認める者が参加しております。なお、常勤監査役もオブザーバーとして出
席しております。部長会議では、各事業部門及び管理部門から業務執行状況が報告される
とともに、それに基づき計画策定・修正について討議を行っております。また、会社全体
にわたる重要な情報の収集・分析結果及び各部門が直面する事業機会と課題について経営
幹部が共有し協議しております。これは取締役その他の意思決定者による迅速かつ的確な
経営判断に資するとともに、部署間の協力体制を促進することを目指すものであります。
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（ｄ）コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスに関する事項の協議を行い、法令等の遵守徹底を図るため、

コンプライアンス委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役が委員長を務め、
取締役１名、その他委員長の指名する者で構成され、常勤監査役もオブザーバーとして出
席しております。また、原則として、毎月１回開催しております。

（ｅ）リスク管理委員会
当社は、リスク管理の検討、審議等を行うためリスク管理委員会を設置しております。

当委員会は、代表取締役が委員長を務め、取締役１名、その他委員長の指名する者で構成
され、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。また、原則として、毎月１回
開催しております。

７．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
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連結貸借対照表
（2025年10月31日現在）

（単位： 千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 1,087,240 流 動 負 債 856,508
現金及び預金 486,873 買掛金 303,257
売掛金 484,925 短期借入金 157,499
仕掛品 33,018 １年内返済予定の長期借入金 130,456
その他 87,086 未払金 57,562
貸倒引当金 △4,663 未払費用 21,683

固 定 資 産 527,448 未払法人税等 46,844
有形固定資産 150,618 未払消費税等 4,125
建物 135,770 前受金 81,636
減価償却累計額 △21,086 預り金 52,290
工具器具備品 101,968 その他 1,153
減価償却累計額 △69,982 固 定 負 債 251,225
車両運搬具 7,703 長期借入金 251,225
減価償却累計額 △3,756

無形固定資産 189,439 負 債 合 計 1,107,734
のれん 119,390 純 資 産 の 部
ソフトウエア 6,015 株 主 資 本 480,868
ソフトウエア仮勘定 64,033 資本金 152,441

投資その他の資産 187,390 資本剰余金 151,441
敷金 99,332 利益剰余金 177,045
長期前払費用 35,911 自己株式 △58
繰延税金資産 20,209 非支配株主持分 26,085
その他 47,887
貸倒引当金 △15,950 純資産合計 506,954

資 産 合 計 1,614,689 負債及び純資産合計 1,614,689
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日から
日まで

（単位： 千円）
科 目 金 額

売上高 2,843,521
売上原価 2,029,538

売上総利益 813,983
販売費及び一般管理費 795,327

営業利益 18,655
営業外収益

受取利息 576
受取配当金 1
保険解約返戻金 7,237
為替差益 283
その他 4,466 12,564

営業外費用
支払利息 5,300
その他 1,133 6,433
経常利益 24,786

特別利益
固定資産売却益 271 271
税金等調整前当期純利益 25,058
法人税・住民税及び事業税 49,806
法人税等調整額 △18,942 30,863
当期純損失 5,804
非支配株主に帰属する当期純損失 9,634
親会社株主に帰属する当期純利益 3,829

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日から
日まで

（単位： 千円）
株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 148,331 147,331 173,216 ― 468,879
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 4,109 4,109 8,219
親会社株主に帰属
する当期純利益 3,829 3,829

自己株式の取得 △58 △58

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 4,109 4,109 3,829 △58 11,989
当 期 末 残 高 152,441 151,441 177,045 △58 480,868

その他の包括利益累計額
新株予約権 非 支 配

株 主 持 分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 ― ― ― ― ― 35,719 504,599
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 8,219
親会社株主に帰属
する当期純利益 3,829

自己株式の取得 △58

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △9,634 △9,634

当期変動額合計 ― ― ― ― ― △9,634 2,355
当 期 末 残 高 ― ― ― ― ― 26,085 506,954

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2025年12月23日 17時38分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 38 ―

連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(１）連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
・連結子会社の数 3社
・連結子会社の名称 株式会社en-zin

配信技術研究所株式会社
株式会社28

当連結会計年度において、株式会社28を現金を対価とする株式取得により子会社とし、
連結の範囲に含めております。

(２）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

(３）連結子会社の事業年度等に関する事項
株式会社en-zinの決算日は7月31日、配信技術研究所株式会社の決算日は１月31日であ
ります。連結計算書類の作成にあたっては、10月31日現在で実施した仮決算に基づく計
算書類を使用しております。株式会社28の決算日は連結決算日と一致しております。

(４）会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
１ 商品 総平均法
２ 仕掛品 個別法
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②重要な固定資産の減価償却の方法
(a) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附
属設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３〜15年
工具器具備品 ２〜15年
車両運搬具 ４年

(b) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん ５〜10年
ソフトウエア（自社利用分） ３〜５年（社内における利用可能期間）

③重要な引当金の計上基準
貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
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④重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(a) eスポーツ・イベントサービス

当社設立当時からのサービスであり、ゲームメーカーをはじめとしたクライアント
に対し、eスポーツイベントの企画・運営を行っております。
収益構造としては、eスポーツイベントの制作及びeスポーツ施設の運営・設計・

機材調達等を、クライアントから直接、もしくは広告代理店を介して受託し、イベン
ト制作費や施設設計・運営費を収受しており、イベント終了時点で履行義務が充足さ
れると判断し、当該時点で収益を認識しております。

(b) エージェンシーサービス
エージェンシーサービスは、クライアント企業に対してゲームに関する様々なマー

ケティング・ソリューションの提供を行うことを目的としたサービスであり、ソリュ
ーションを拡充しながら新規市場の開拓を目指しております。
収益構造としては、ゲームイベントに対するスポンサー料と、インフルエンサーマ

ーケティングやキャスティング、SNSマーケティング、コミュニティマーケティン
グ、スポンサー仲介の委託料となっており、スポンサー料及び委託料は、契約上の条
件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識
しております。
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２．会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28
日）及び、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022
年10月28日）を当連結会計年度の期首から適用しております。これによる連結計算書類へ
の影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 119,390千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
企業結合により取得したのれんは、被取得企業の今後の事業展開によって期待される将

来の超過収益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点
の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却し
ております。
資産又は資産グループから得られる営業損益や将来の事業計画を用いて減損の兆候の有

無を判定しております。減損の兆候がある場合には減損損失を認識するかどうかの判定を
行っておりますが、当連結会計年度においては、上記ののれんについて、減損の兆候はあ
りません。
減損の兆候の把握に用いた事業計画には、将来の事業環境の予測が含まれており、見積

りの不確実性があります。見積りの前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、翌
連結会計年度以降の連結計算書類において重要な影響を与える可能性があります。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１）当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（単位：株）
株式の種類 当 連 結 会 計 年 度

期 首 の 株 式 数
当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普通株式 2,736,192 39,741 ― 2,775,933
（注） 増加数の内訳は次のとおりです。

新株予約権の行使 39,741株

（２）当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び株式数に関する事項
（単位：株）

株式の種類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普通株式 ― 61 ― 61
（注） 当連結会計年度中の自己株式の増加61株は単元未満株式の買取によるもので
あります。

（３）剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

（４）当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない新株
予約権を除く。）の目的となる株式の種類及び数
普通株式 41,961株
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５．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針

当社グループはeスポーツを文化とするために必要な資金（主に銀行借入）を調達して
おります。一時的な余剰資金は安全性の高い短期的な銀行預金等に限定して運用しており
ます。デリバティブ取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
(a) 売掛金

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
は、当社の経理規程に従い、財務経理部が取引先ごとの期日管理を行うとともに、回収
遅延のおそれがあるときは各部署と連絡を取り、速やかに適切な処理を行っています。

(b) 買掛金、前受金及び借入金
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。前受金は、役務提供前に

顧客から受け取った金銭であり、収益の認識に伴い取り崩されます。借入金は、主に事
業投資や事業運営に必要な資金の調達を目的としたものであります。
営業債務及び借入金は、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行でき

なくなるリスク）に晒されておりますが、各部署からの報告に基づき、財務経理部が適
時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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（２）金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「前受金」は短期間で決済さ
れるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表
計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

長期借入金 381,682 376,689 △4,992
合計 381,682 376,689 △4,992

(注）上記金額には、１年以内返済予定分を含めております。

(注１) 金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 486,873 ― ― ―
売掛金 484,925 ― ― ―

合計 971,798 ― ― ―

(注２) 長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 130,456 129,503 76,540 20,268 15,512 9,400
合計 130,456 129,503 76,540 20,268 15,512 9,400
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（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金(※) ― 376,689 ― 376,689

合計 ― 376,689 ― 376,689
(※）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、
時価は帳簿価額と近似することから、当該帳簿価額を時価によっており、レベル２
の時価に分類しております。また、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様
の新規借入等を行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法により算定し
ており、レベル２の時価に分類しております。
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６．収益認識に関する注記
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

売上区分 金額（千円）

eスポーツ・イベントサービス 1,614,302

エージェンシーサービス 1,170,559

その他 58,658

顧客との契約から生じる収益 2,843,521

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事
項に関する注記等（4）会計方針に関する事項 ④重要な収益及び費用の計上基準」に記載
しております。

７．企業結合に関する注記
（企業結合に係る暫定的な会計処理の確定）
2024年７月31日をみなし取得日として行われた配信技術研究所株式会社との企業結合につい

て前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定して
おります。
この暫定的な会計処理の確定による連結計算書類への影響はありません。

（取得による企業結合）
１．企業結合の概要
（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社28
事業の内容 デザイン・Web広告制作、システムアプリ開発、スタジオ運営
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（２）企業結合を行った主な理由
株式会社28は、グラフィックや Web・映像制作・撮影・コピーライティングなど

のデザイン事業、戦略的なブランディングなどの各種企画や設計支援・コンサル支
援・アプリ開発・システム構築などのシステムデザイン事業、スタジオ運営などのフ
ィットネス事業など、幅広い事業を手がけております。
当社が事業拡大を目指すマーケティング領域においてデザインの体制強化を行うこと

は、提供するサービスのスピード、量、クオリティなど価値を高めることに繋がりま
す。この度の株式会社28の子会社化により、マーケティング事業の成長スピードを速
める事が見込め、当社グループの更なる発展に資すると判断し、株式取得を決定いた
しました。

（３）企業結合日
株式取得日 2025年２月28日
みなし取得日 2025年４月30日

（４）企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

（５）結合後企業の名称
変更ありません。

（６）取得した議決権比率
100.0％

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得するものであります。

２．連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年５月１日から2025年10月31日まで
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３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 26,000千円
取得原価 26,000千円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 2,910千円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（１）発生したのれんの金額

6,362千円
なお、上記の金額は、当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能な

資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していな
いため、連結計算書類作成時点において入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計
処理を行っております。

（２）発生原因
主として今後の事業展開により期待される将来の超過収益力によるものであります。

（３）償却方法及び償却期間
５年間にわたる均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 53,127千円
固定資産 83,961千円
資産合計 137,089千円
流動負債 44,773千円
固定負債 72,679千円
負債合計 117,452千円
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７．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 173円23銭
（２）１株当たり当期純利益 1円38銭

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸借対照表
（2025年10月31日現在） （単位： 千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 885,970 流 動 負 債 751,012
現金及び預金 365,187 買掛金 265,315
売掛金 411,703 短期借入金 157,499
商品 3 １年内返済予定の長期借入金 106,756
仕掛品 29,912 未払金 38,631
前渡金 39,960 未払費用 19,894
前払費用 27,922 未払法人税等 34,740
１年内回収予定の関係会社長期貸付金 1,999 前受金 79,870
その他 9,281 預り金 47,152

固 定 資 産 539,080 その他 1,153
有形固定資産 88,323
建物 81,828 固 定 負 債 190,396
減価償却累計額 △19,539 長期借入金 190,396
工具器具備品 93,439
減価償却累計額 △67,405
車両運搬具 2,967
減価償却累計額 △2,967 負 債 合 計 941,409

無形固定資産 112,801 純 資 産 の 部
のれん 107,236 株 主 資 本 483,641
ソフトウエア 5,564 資本金 152,441

投資その他の資産 337,955 資本剰余金 151,441
関係会社株式 60,636 資本準備金 151,441
関係会社長期貸付金 114,030 利益剰余金 179,818
敷金 92,128 その他利益剰余金 179,818
長期前払費用 33,334 繰越利益剰余金 179,818
繰延税金資産 18,876 自己株式 △58
その他 34,899
貸倒引当金 △15,950 純資産合計 483,641

資 産 合 計 1,425,051 負債及び純資産合計 1,425,051
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日から
日まで

（単位： 千円）
科 目 金 額

売上高 2,542,201
売上原価 1,859,655

売上総利益 682,545
販売費及び一般管理費 647,344

営業利益 35,201
営業外収益

受取利息 709
為替差益 283
その他 599 1,593

営業外費用
支払利息 4,601
その他 862 5,463
経常利益 31,331

特別利益
固定資産売却益 271 271
税引前当期純利益 31,603
法人税・住民税及び事業税 31,033
法人税等調整額 △18,876 12,156
当期純利益 19,446

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
2024
2025

年
年
11
10

月
月

１
31

日から
日まで

（単位： 千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 148,331 147,331 147,331 160,372 160,372
当期変動額
新株の発行（新株
予約権の行使） 4,109 4,109 4,109

当期純利益 19,446 19,446
自己株式の取得

当期変動額合計 4,109 4,109 4,109 19,446 19,446
当期末残高 152,441 151,441 151,441 179,818 179,818

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本

合計

当期首残高 ― 456,035 456,035
当期変動額
新株の発行（新株
予約権の行使） 8,219 8,219

当期純利益 19,446 19,446
自己株式の取得 △58 △58 △58

当期変動額合計 △58 27,606 27,606
当期末残高 △58 483,641 483,641
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

１ 商品 総平均法
２ 仕掛品 個別法

（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３〜15年
工具器具備品 ２〜15年
車両運搬具 ４年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 10年
ソフトウエア（自社利用分） ３〜５年（社内における利用可能期間）

（３）引当金の計上基準
貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
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（４）重要な収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のと
おりであります。
(a) eスポーツ・イベントサービス

当社設立当時からのサービスであり、ゲームメーカーをはじめとしたクライアント
に対し、eスポーツイベントの企画・運営を行っております。
収益構造としては、eスポーツイベントの制作及びeスポーツ施設の運営・設計・

機材調達等を、クライアントから直接、もしくは広告代理店を介して受託し、イベン
ト制作費や施設設計・運営費を収受しており、イベント終了時点で履行義務が充足さ
れると判断し、当該時点で収益を認識しております。

(b) エージェンシーサービス
エージェンシーサービスは、クライアント企業に対してゲームに関する様々なマー

ケティング・ソリューションの提供を行うことを目的としたサービスであり、ソリュ
ーションを拡充しながら新規市場の開拓を目指しております。
収益構造としては、ゲームイベントに対するスポンサー料と、インフルエンサーマ

ーケティングやキャスティング、SNSマーケティング、コミュニティマーケティン
グ、スポンサー仲介の委託料となっており、スポンサー料及び委託料は、契約上の条
件が履行された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識
しております。
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２．会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28
日）及び、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022
年10月28日）を当事業年度の期首から適用しております。これによる計算書類への影響は
ありません。

３．会計上の見積りに関する注記
のれんの評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

のれん 107,236千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
企業結合により取得したのれんは、被取得企業の今後の事業展開によって期待される将

来の超過収益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点
の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却し
ております。
資産又は資産グループから得られる営業損益や将来の事業計画を用いて減損の兆候の有

無を判定しております。減損の兆候がある場合には減損損失を認識するかどうかの判定を
行っておりますが、当事業年度においては、上記ののれんについて、減損の兆候はありま
せん。
減損の兆候の把握に用いた事業計画には、将来の事業環境の予測が含まれており、見積

りの不確実性があります。見積りの前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、翌
事業年度以降の計算書類において重要な影響を与える可能性があります。

関係会社投融資の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 60,636千円
１年内回収予定の関係会社長期貸付金 1,999千円
関係会社長期貸付金 114,030千円
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（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、 当該関係会

社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したと認められる場合には、回復可能性
が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、 実質価額まで減損処理する方針として
おります。また、関係会社の貸付金については、関係会社の支払能力、将来の事業計画等
に応じて回収不能見込額を貸倒引当金として計上する方針としております。
以上の方針に従い、関係会社株式を評価した結果、一部の関係会社株式につきまして

は、実質価額は著しく低下しているものの、将来の事業計画に基づいて取得原価まで回復
することが見込まれることから、評価損を計上しておりません。また、関係会社長期貸付
金について、関係会社の支払能力、将来の事業計画等を総合的に勘案した結果、貸倒引当
金を計上しておりません。
株式の実質価額の回復可能性、貸付金の回収可能性等の判定に用いた事業計画には、将

来の事業環境の予測が含まれており、見積りの不確実性があります。見積りの前提条件や
事業環境等に変化が見られた場合には、翌事業年度以降の計算書類において重要な影響を
与える可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 2,554千円
長期金銭債権 114,030千円
短期金銭債務 44,899千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上 10,373千円
売上原価 127,853千円
販売費及び一般管理費 5,757千円

営業取引以外の取引高 278千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度

増加株式数
当事業年度
減少株式数 当事業年度末

普通株式（株） ― 61 ― 61
（注） 当事業年度中の自己株式の増加61株は単元未満株式の買取によるものであります。

７．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減価償却超過額 548千円
貸倒引当金 4,883千円
資産除去債務 621千円
未払事業税 2,462千円
未払金 7,914千円
未払賞与 2,714千円
その他 353千円

繰延税金資産小計 19,498千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △621千円

評価性引当額小計 △621千円
繰延税金資産合計 18,876千円
繰延税金資産の純額 18,876千円

（２）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会

で成立し、2026年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われ
ることになりました。これに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度に解消が見込ま
れる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は
30.6％から31.5％となります。なお、この税率の変更による影響は軽微です。
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８．関連当事者との取引に関する注記
当社の子会社及び関連会社等

種
類

会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有割合
（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子
会
社

㈱en-zin 東京都
新宿区 1,000

セールスプロモー
ション事業

イベント制作事業

直接
51.0

業務の委託
役員の兼任

業務の委託
（注１） 119,421 買掛金 44,000

子
会
社

配信技術
研究所㈱

東京都
渋谷区 26,754 通信技術開発事業

広告事業
直接
50.1

資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注２） 110,000 関係会社

長期貸付金 110,000

（注）
１．取引条件ないし取引条件の決定方針については他の取引先と同様であります。
２．資金の貸付に関しては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

９．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）重要な収益及び費用の計上基準」に記
載のとおりであります。

10．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 174円23銭
（２）１株当たり当期純利益 7円03銭

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年12月22日
GLOE株式会社
取締役会御中

監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区
指定社員 公認会計士 松本 浩幸業務執行社員
指定社員 公認会計士 伊藤 宏美業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、GLOE株式会社の2024年11月１日から2025年

10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、GLOE株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年12月22日
GLOE株式会社
取締役会御中

監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区
指定社員 公認会計士 松本 浩幸業務執行社員
指定社員 公認会計士 伊藤 宏美業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、GLOE株式会社の2024年11月１日から

2025年10月31日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年11月１日から2025年10月31日までの第10期事業年度における取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さ
ないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断
及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年12月23日

GLOE株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 岩 﨑 恵 子 印

社外監査役 松 本 祐 輝 印

社外監査役 山 田 洋 司 印

以上
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西新宿プライムスクエア 15階
GLOE株式会社

株主総会会場ご案内図
東京都新宿区西新宿７-５-25

西新宿プライムスクエア15階 GLOE株式会社

JR山手線 新大久保駅 }JR総武線 大久保駅 徒歩５分
西武新宿線 西武新宿駅
丸ノ内線 西新宿駅 徒歩10分
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